
 

         1 

SMBC (CHINA) NEWS No.26-01 
2026.1.6 

 
 
 

国務院、政府調達における国産品基準および関連政策を公布 
 
 

国務院弁公庁は 2025 年 9 月 30 日、《政府調達における国産品基準および関連政策の実施に関する通知》 
（国弁発［2025］第 34 号、以下、本通知）を公布し、2026 年 1 月 1 日より施行しました。 
 

本通知では、政府調達において国産品とみなされる基準や条件が明確化されました。また、国産品基準の適用範囲
や支援政策などについて規定しております。 
 
本通知の原文については、以下のウェブサイトをご参照ください。 
https://www.gov.cn/zhengce/content/202509/content_7042999.htm 
 
 
＜本通知の概要＞ 

１．国産品基準について 

 国産品とみなされる条件は以下の通り 

（１）中国国内で生産されること 

 中国国内で生産され、原材料・部品から製品の属性が変更されること 

 属性の変更とは、製造や加工、組み立てなどの工程を経て、原材料・部品と全く異なる新製品を 

生産し、新たな名称と特性（用途）を有することを指す。ただし、以下の細かな操作は含まない 

① 製品の輸送または保管期間中の特定の状態を維持するための操作 

② 製品の輸送または販売のために行う包装・展示 

③ 製品や包装上へのブランド・マーク等の貼付・印刷 

④ 簡単な塗装・研磨・梱包など 

（２）中国国内で生産された部品コストが規定比率に達すること 

 

 

 

 財政部は関連業界の主管部門と共同で、製品毎に製品における中国国内で生産された部品コストの

規定比率を確定する 

 規定比率の要件が確定されるまで、上記(１)の条件に合致する製品は、政府調達プロジェクトにおいて

国産品とみなされる 

製品における中国国内で生産された部品コスト
製品の総コスト

 ≥  規定比率 
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（３） 特定製品の主要部品・重要工程が要件に合致すること 

 特定の製品に対しては、上記(１)(２)の条件に合致することに加え、財政部が関連業界の主管部門

と共同で確定する主要部品、重要工程が中国国内で生産、完成される要件にも合致すること 

上記(２)(３)の条件について、本通知の施行日から 5 年以内に、財政部が関連業界の主管部門と 

共同で製品毎に各要件を確定する。また、製品毎に確定した各要件を公布する際、さらに 3～5 年の 

移行期間を設定する 

２．国産品基準の適用範囲および支援政策 

 適用範囲 

 主に貨物に適用され、政府調達における貨物調達プロジェクト、サービスプロジェクトに係る貨物を含む 

 具体的には、《政府調達品目分類目録》に記載される貨物類に属する製品を指す。ただし、同目録中

の農林水産物や鉱物、食品、飲料、タバコ原料などは適用範囲の対象外 

 支援政策 

 国産品と非国産品が政府調達プロジェクトに参加して競争する場合、国産品には価格評価で優遇し、

見積り価格から 20％控除した価格で評価する 

 政府調達プロジェクトにおいて複数種類の製品が含まれる場合、国産品基準に適合する製品のコスト

合計が全製品のコスト合計に対して 80％以上に達する場合、全製品の見積り価格から 20％控除し

た価格で評価する 

３．政策実施要件 

 部品コストの計算方法 

 製品における中国国内で生産された部品コストは、《中国国内生産部品コスト算定基本規則》※に 

基づき計算される 

 製品の総コストや部品コストは、関連の会計データ、調達契約などに基づき計算される 

 証明文書の提出要件 

 調達者・調達代理機関は、サプライヤーに対して、その提供する製品の《国産品基準適合に関する 

声明書》※、または財政部が関連部門と共同で規定する証明書の提出を要件とすることを明記する 

 公正競争 

 政府調達プロジェクトにおいて、サプライヤーに対して不合理な条件を提示し、差別的な対応をしては 

ならない 

※ 《中国国内生産部品コスト算定基本規則》および《国産品基準適合に関する声明書》は、 

本通知原文の付属文書に記載 

以上 
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